
国 県 起 債 そ の 他 一 般 財 源

15,447 15,447

　[事業の目的]

　[事業の内容]

　[これまでの関連する取組み]

　[今後の取組み]

適正な施設管理を実施し、利用者の安全確保に努めるとともに、自主事業（しゃくなげ祭り等）の展開による森
林とのふれあいの場を提供する。

　９月議会で債務負担行為の議決を得た後のスケジュールは次のとおり。
１．公募を実施。
２．指定管理者選考委員会を開催し、指定管理候補者の選定。
３．１２月議会で指定管理者の指定議決
４．１２月議会議決後、指定管理者の指定及び告示。
５．１～３月中に基本協定書の締結。
６．指定管理者交代の場合、３月末までに引継ぎ。
７．４月１日から管理開始

平成２６年度９月補正予算債務負担行為の概要

地方自治法第244条の2第3項、鳥取市三滝林間施設の設置及び管理に関する条例及び鳥取市公の施設に
係る指定管理者の指定の手続きに関する条例の規定に基づき指定管理者制度を導入することで、民間事業者
等の創意と工夫に基づいた鳥取市三滝林間施設の運営における質的向上と効率化を図る。
(市民に森林とのふれあいの場を提供し、自然観察、野外活動等を通じて森林に対する理解を深めるとともに、
広く市民の保健及び休養に資することを目的とする。)

　指定管理者に以下の業務を委託する。
○施設、設備の維持管理に関する業務（施設の清掃、保安警備、保守管理等）
○三滝林間施設の森利用制限に関する業務（適正な管理に必要な利用者への措置命令）
○その他施設の管理運営に必要な業務（来園者の受付及び案内、施設設備の利用指導及び利用者へのサー
ビス提供並びに利用促進）
○三滝林間施設を利用した、森林に対する理解を深めるための事業に関する業務（林間施設での宿泊、自然観
察、野外活動等を通じて森林に対する理解を深める。）
○吊り橋、遊歩道の安全点検、安全管理の徹底

[単位：千円]

財 源 内 訳
限 度 額 期 間

事 業 名 担 当 課

指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する鳥取市三滝林間施設の管理運営
費

林務水産課

　平成18年度から指定管理者制度により施設の維持管理、運営を委託し、管理者の自主事業を展開している。
平成23年度 1,651人、平成24年度 3,303人、平成25年度 3,908人の利用者に森林とふれあう場を提供し

た。
　
　現指定管理者　　　 三滝をきれいにする会
　前回債務負担額　　平成２４～２６年度　12,741千円
　指定管理料　　　　　H24　4,247千円　　H25　4,247千円　　H26　4,247千円　　　　計12,741千円

平成 27 年 ～ 29 年度


	指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する鳥取市三滝林間施設の管理運営費

